
国立大学法人東京外国語大学特任外

国語教員等に関する規程

平成 16年 4月 1日
規 則 第 66 号

改正 平成17年 6月28日規則第37号 平成17年11月22日規則第88号

平成18年 3月28日規則第19号 平成18年 9月26日規則第50号

平成19年 2月27日規則第 5号 平成21年12月 1日規則第144号

平成22年12月 1日規則第63号

（目的）

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則（平成 16年規則第 52
号。以下「就業規則」という。）第４条第２項に基づき、国立大学法人東京外国語大学に

勤務する特任外国語教員及び外国人教師に関する任期、給与等について、必要な事項を

定めることを目的とする。

（定義）

第２条 「特任外国語教員」とは、外国語を母国語とし、外国語科目および専門教育科目

の担当を主な職務とする任期付常勤教員で、国立大学法人東京外国語大学設立の日（平

成１６年４月１日）以降に採用された者で次項に規定する外国人教師以外の者をいう。

２ 「外国人教師」とは、国立学校設置法施行規則（昭和 39年文部省令第 11号）第 30
条の３に基づき、東京外国語大学で平成１６年３月３１日まで外国人教師として学長と

勤務の契約を締結していた者で、国立大学法人東京外国語大学設立の日以降においても

引き続き同法の規定に準じて勤務の契約を締結する者をいう。

（任期等）

第３条 特任外国語教員の任期は２年とする。ただし、学長が必要と認めた場合は、２年

以内の期間を任期とすることができるものとする。

２ 特任外国語教員の任期は、学長が必要と認めた場合は、原則として２度を限度として

更新できる。

３ 外国人教師の招聘期間は原則２年間とし、会計年度ごとに雇用契約を締結する。ただ

し、必要と認めた場合は採用の日から４年を限度として更新することができる。

（招聘手続き）

第４条 学長は、特任外国語教員を採用するにあたっては、教授会の議に基づき選考を行

うこととし、候補者が決定次第、専攻、担当科目、担当時間数、任期、給与額、赴任旅

費等の条件を詳示した招聘状を発する。

（給与）

第５条 特任外国語教員には、別に定めるところにより、次に掲げる給与を支給する。

(1) 基本給

(2) 地域手当

(3) 住居手当

(4) 通勤手当

(5) 期末手当及び勤勉手当



(6) 退職手当

（給与の決定）

第６条 前条第１項第１号の決定にあたっては、別表第２特任外国語教員等の号俸格付基

準表により、別表第１特任外国語教員基本給表のとおりとする。

２ 前条第１項第２号の地域手当は、別表第１の基本給額に１００分の１２を乗じて得た

額とする。

３ 経験年数の換算は、別表第３経験年数換算表のとおりとする。

４ 前条第１項第３号から第６号の決定にあたっては、他の常勤職員の規程に準ずるもの

とする。ただし、第３号の住居手当の支給は、自ら居住するため住居を借り受け、月額

２３,０００円を超える家賃を支払っている特任外国語教員にあっては、家賃の月額か

ら２３,０００円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が３９,０００円

を超えるときは、３９,０００円）に１１,０００円を加算した額を支給する。

５ 前条第５号の算定における役職別段階加算額は、前条第１項第１号及び第２号の合計

額に１００分の１５を乗じて得た額とする。

（称号授与）

第７条 学長は、特任外国語教員及び外国人教師が本学の教授又は准教授と同等以上の資

格があると認められる場合には、客員教授又は客員准教授の称号を授与する。

（雑則）

第８条 特任外国語教員及び外国人教師の就業に関し、この規程に定めのない事項につい

ては、就業規則及び関係規程の常勤教員に関する規定を準用する。

附 則

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 外国人教師の給与等について、この規程に定めのない事項については、引き続き「外

国人教師の取り扱いについて」（昭和 44年 4月 16日文大庶第 252号文部次官通知）そ

の他関係規定を準用するものとする。

附 則

この規程は、平成１７年６月２８日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。

附 則

１ この規程は、平成１７年１２月１日から施行する。

２ 第２条第２項の外国人教師の平成１７年１２月１日における基本給月額は、次表の定

めるところによる。

号 基 本 給 月 額

１ ３４５，０００円

２ ３９１，８００円

３ ４３９，７００円

４ ４８４，５００円

５ ５２８，４００円



６ ５７２，３００円

７ ６０７，２００円

附 則

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き特任外国語教員基

本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基

本給月額に100分99.59を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、それを切捨てた

額）に達しないこととなる職員には、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本

給として支給する。

３ 切替日に特任外国語教員基本給表の適用を受けることとなった職員で、切替日の前日

において第２条第２項の外国人教師であった者の切替日における基本給月額が、その者

が切替日の前日に特任外国語教員として採用された場合における基本給月額に達しない

こととなる職員には、第２項の規定に準じて、基本給を支給する。

４ 第６条中｢１００分の１２｣とあるのは、平成１８年４月１日から平成１９年３月３１

日の間においては、「１００分の１１」と読み替える。

附 則

この規程は、平成１８年９月２６日から施行する。

附 則

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。



別表第１ 特任外国語教員基本給表

号 基本給月額

１ ３４０，３００円

２ ３７７，５００円

３ ４１１，８００円

４ ４４４，２００円

別表第２ 特任外国語教員等の号俸格付基準表

号 大学卒業後の経験年数 短期大学卒業後の経験年数

１ ０年以上～ ７年未満 ０年以上～１０年未満

２ ７ ～１４ １０ ～１７

３ １４ ～２１ １７ ～２４

４ ２１年以上 ２４年以上

（注）上記以外の学歴を有する者については、初任給、昇格、昇給等の基準及び
基準運用に関する細則別表第５修学年数調整表によりいずれか有利な方の学
歴に調整するものとする。

別表第３ 経験年数換算表

換 算 率

外国政府等公的機関又 教育・研究系職員として在職した期間 １００／１００
は教育・研究機関の職

員としての在職期間 その他の期間 ８０／１００

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 １００／１００
（正規の修学年数内の期間に限る）

民間会社の職員としての在職期間 ８０／１００

兵役期間、牧師、修道女等の期間 ８０／１００

教育、研究等に関する職務に従事した １００／１００
その他の期間 期間で、その職務についての経験が直

接役立つと認められる期間

その他の期間 ５０／１００


